
 

第２回 高岡市復興会議 

 

 次第 

  １ 開会挨拶（市長） 

   

２ 事務局からの説明 

（1）計画策定スケジュール                  ･･･資料１ 

  （2）第１回復興会議以降の取組み 

・復興会議委員による「勉強会」               ･･･資料２ 

・伏木地区の空き地等の利活用に関する意向調査      ･･･資料３ 

・伏木地区の将来推計人口                ･･･資料４ 

（3）復興計画の枠組み等（第１回復興会議以降の取組みを踏まえた整理） 

・「新たな復興計画」の構成案（第２回会議の議題）     ･･･資料５ 

・全市的な復興のあり方（案）               ･･･資料６ 

・めざすまちの姿（ビジョン）と具体的施策の位置づけ    ･･･資料７ 

・復興によりめざすまちの姿（ビジョン案のうち文言部分）  ･･･資料８ 

（4）検討事項 

・伏木地区の課題                      ･･･資料９ 

・将来的なまちづくりの方向性について             ･･･資料 10 

   （5）その他（紹介） 

・「復興まちづくり構想」（住民主体の復興まちづくり活動）  ･･･資料 11 

     ・「復興ベース（仮）」の試行（案）                 ･･･資料 12 

  

３ 議題及び委員からの意見（意見交換） 

（1）復興計画の枠組み等（第１回復興会議以降の取組みを踏まえた整理） 

・全市的な復興のあり方 

・めざすまちの姿（ビジョン） 

   （2）検討事項 

・伏木地区の課題 

・将来的なまちづくりの方向性 

（3）その他（紹介） 

・「復興まちづくり構想」（住民主体の復興まちづくり活動） 

・「復興ベース（仮）」の試行 

 

４ 閉会挨拶（市長） 



高岡市復興会議 委員名簿 

 

委員名 所属団体・役職等 備考 

出町 譲 高岡市長 会長 

上見 弘昭 高岡市社会福祉協議会常務理事・事務局長  

大西 宏治 富山大学人文学部 教授／防災士  

川上 孝裕 富山県土木部 次長  

米谷 和也 学校法人清光学園常務理事（高岡龍谷高校）  

坂 廣志 伏木校下自治会連絡協議会 会長  

塩谷 雄一 高岡市観光協会 会長  

高田 裕 ふしき防災士の会 代表  

高畑 直樹 伏木商店連盟 副会長／中道商盛会 会長  

立野 晴之 高岡市消防団 伏木方面団 伏木湊分団長  

蜂谷 俊雄 金沢工業大学建築学部 教授  

八坂 徳明 高岡法科大学法学部 教授  

吉川 奈美 伏木小学校育友会（PTA）会長  

（敬称略・委員は 50 音順） 



「新たな復興計画」策定スケジュール

R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3 R8.4～ R9.3

復興会議

復興会議委員
による勉強会
等の活動

その他

★第４回

復興会議
11/18 第１回復興会議

空き地等の所有者意向調査

3/30第２回復興会議 ★第３回

復興会議

パブリックコメント

「復興まちづくり構想」策定

【第１回：開催済】

■現状の共有
（被害状況、復旧状況等）

■復旧・復興に向けた取組み

■これまでの意見等の共有

（市長との対話集会、まちづく

り構想での意見等）

■計画の概要説明
（計画策定スケジュール、計画の

柱、構成案等）

【第２回】

■計画の枠組み等
（全市的な復興のあり方、めざすまち

の姿等）

■伏木地区の課題に対する意見

■まちづくりの方向性の検討

■「復興まちづくり構想」の共有

（伏木地区のミライを考えるまちづくり

懇談会にて策定された構想） 他

委員ヒアリング(継続して実施)

資料１

★第５回

復興会議

【勉強会】

① 2/20(金) 富山大学 芸術文化学部 籔谷講師

東京科学大学 環境・社会理工学院 真野教授

② 2/25(水) 長岡技術科学大学 技学研究院 上村教授

→講演終了後、伏木の現地視察

③ 3/10(火) 富山大学 人文学部 大西教授

第3回伏木地区

まちづくり懇談会
第4回伏木地区

まちづくり懇談

【予定】

■計画のたたき案

・めざすまちの姿の

イメージ（ビジョン）

・具体的事業の素案

【予定】

■計画の素案

・概要版

・全体版

市長との対話集会

【予定】

■最終案

■パブコメ意

見について（意

見に対する考

え方）

市民意見の反映

意見内容を第３回会議に反映

（めざすまちの姿、具体的事業へ）

実施 実施 実施

若い世代の意見等を

ヒアリング（意見交換）



震災復興に関する様々な事例を把握し、見識を深めることを目的に、委員有志の活動として「勉
強会」を開催（３回開催：令和８年２月～３月）。

～伏木地区での復興まちづくり活動や過去の震災の事例から、復興に向けた大切な考えを学ぶ～
■富山大学 芸術文化学部 籔谷講師
復興のプロセスで大切にしなければいけないことは「伏木らしさ」。建物が失われてしまったが、伏木らしさは人の
関わりの中で生まれ続ける。「伏木らしさを議論し続ける場」が大切。

■東京科学大学 環境・社会理工学院 真野教授
多額の費用をかけたハード整備だけではまちは復興しない。復興事業の大きな計画の網の中で、住民が思考停止に陥
らないまちの空気を作ることが大切。まちに関わる人が、小さなプロジェクトから始められて、多様なプロジェクト
が派生する環境を作ること。被災者、地権者、商店主、移住者など各々が主体としての存在になれる環境が大切。

→新たな復興計画を策定する上で、住民意見の反映のため特に重要な「復興まちづくり構想」の策定プロセス、
内容を把握

～復旧・復興と被災地支援（中越地震・山古志村の復興の事例から）～
■長岡技術科学大学 技学研究院 機械系 上村教授
・復興の３原則は「地域社会の持続に心がける」、「歴史文化の継承に努める」、「被災
者の自立を尊重する」こと。

・復興は人それぞれ捉え方が違う。「子供や孫の世代に何を残したいか」を共通のテー
マとして考えることが重要。人口減少を受け止めつつ、復興を考えること。

■伏木地区の視察を実施
震災発生当時の写真をもとに、伏木地区内を視察。令和７年８月の大雨の際に浸水被害のあったエリアも視察。

～伏木地区の人口データから考える地域ビジョン 30年後のありたい姿～
■富山大学 人文学部 大西教授
・地域ビジョンを検討する上でまず大切なことは、人口は減っていくということを認識すること。地震がなかった
としても人口は減少する。地震により人口減少は早まり、大都市に比べて地方は長期的な減少となる傾向がある。

・地域は時間とともに変化していくもの。人口減少が進めば、労働力人口が減少し、税収が減少し、公共サービス
の維持が困難になる。そのような中で、20年先、30年先の地域のあり方を具体的に考える必要がある。

・今地域に暮らしている住民が「地域のありたい姿」を考えて、何をするのかを考えることが大切。未来は誰かが
作ってくれるのではなく、自分で作るもの。ありたい姿と意思決定と実施の主体は「住民」である。

第1回

２月20日
実施

復興会議委員による「勉強会」

第2回

２月25日
実施

第3回

３月10日
実施

資料２

人口減少を踏まえて復興を考えること、住民が主体となること
全体を通じての
共通認識
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資料３ 

伏木地区の空き地等の利活用に関する意向調査（結果概要） 

 

【調査の概要】伏木地区の空き地等の所有者に対し、利活用の意向等を調査 

・調査期間：令和８年１月９日（金）～令和８年２月 13日（金） 

・調査対象：調査期間中に建築物が存在しない土地（空き地や駐車場等）の所有者 269 名 

※調査対象者は、空き地等の現況と不動産登記情報をもとに抽出。 

※郵送による調査 

※調査対象範囲は末尾に記載 

・対象者数：269名のうち本調査票が到達した241名 

※残 28名は不動産登記情報では現在の所有者住所が不明のため本調査が未達 

の方 

※241名の内訳･･･伏木地区在住 153人、伏木地区以外の市内在住 37人、 

市外在住 51人 

・回答数（回答率）：144名（59.8％） 

  

 

【１】空き地の利用状況       

■令和６年能登半島地震以前（令和５年 12月 31日時点）の利用状況 

自ら利用していた 82人 

利用していなかった（空き地） 30人 

別の人に貸していた 23人 

その他 7人 

無回答 2人 

調査未回答者 97人 

 

■現在の利用状況 

自ら利用している 29人 

利用していない（空き地） 91人 

別の人に貸している 17人 

その他 4人 

無回答 ３人 

調査未回答者 97人 

 

 

【２】今後の利活用の予定         

売却先を募集または募集予定 38人 

現在と異なる利用方法を検討 33人 

現在の利用方法を継続 26人 

活用の仕方がわからない 22人 

特に考えていない 9人 

その他 14人 

無回答 2人 

調査未回答者 97人 

 

「自ら利用」を選んだ人の利用状況 
・建築物（住宅・店舗等） 52人 
・駐車場         13 人 
・畑・菜園         1 人 
・物置（簡易な工作物）等  5 人 
・その他          2 人 
・無回答          9 人 

「自ら利用」を選んだ人の利用状況 
・駐車場         16 人 
・畑・菜園         1 人 
・物置（簡易な工作物）等  4 人 
・その他          3 人 
・無回答          5 人 
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【３】今後、空き地等を活用する際の課題 

＜複数回答可＞ 

地盤への安全面の不安（液状化被害等） 61人 

需要がない、わからない  45人 

土地の形状（間口が狭い等） 33人 

資金面の不安 27人 

活用を考えていない 25人 

活用方法のノウハウがない 23人 

接道条件（前面道路が狭い等） 12人 

法規制、権利上の問題 6人 

特に課題はない  4 人 

その他 7人 

無回答 14人 

調査未回答者 97人 

 

 

【４】今後の所有の意向          

有償で売却したい 63人 

所有し続けたい 36人 

無償でも良いので手放したい 25人 

その他 14人 

無回答 6人 

調査未回答者 97人 

 

 

【５】復興まちづくりの取組みの一環として、空き地の暫定的な利活用への協力の可否に

ついて 

検討する余地はある 36人 

条件次第で貸してもよい 30人 

行政が関与するなら貸してもよい 26人 

貸したくない 17人 

無償で貸してもよい 6人 

その他 18人 

無回答 11人 

調査未回答者 97人 
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【６】 今後の伏木地区にあると望ましい機能 

＜複数回答可＞ 

買い物施設・店舗の充実 77人 

公共交通の充実 61人 

高齢者への配慮 53人 

観光促進 41人 

防災性の向上 34人 

地域コミュニティの維持、促進 29人 

子育て環境の充実 25人 

多様な土地利用等が可能な制度設計 17人 

公共空間の快適性の向上 15人 

公園等の自然環境の充実  15人 

その他 7人 

無回答 8人 

調査未回答者 97人 

 

 

【７】元の住まいに戻る意向（地震発生後に住まいを転居している場合） 

戻らない 39人 

条件次第では戻る 4人 

戻る予定である 2人 

その他 6人 

無回答（質問項目に該当しない等） 93人 

調査未回答者 97人 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

＜参考：調査対象範囲＞ 

 
調査対象範囲 



伏木地区の人口は減少傾向にあり、20年後（2045年)には、現在の人口の約３割減、40年後（2065年)には、
約５割減の水準になると推計される。

【出典】2025年までの人口は高岡市の「地区別・年齢別人口」、
2030年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（令和５年推計）の算出方法をもとに市において推計

伏木地区の将来推計人口

942 703 569 528 557 537 483 414 345 304 286 

5,149 
4,436 

4,147 3,755 3,243 2,861 2,644 2,477 2,392 2,235 1,924 

4,216 
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1,912 
1,813 
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9,001 
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5,928 

5,422 
4,927 

4,451 4,023 

0
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2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(人)
実績値 推計値 年齢区分別の構成割合 2025年 2045年(20年後)

伏木：65歳以上人口
（高岡市全体）

42.9%
（34.9%）

→
47.5%

（42.2%）

伏木：15~64歳人口
（高岡市全体）

49.3%
（55.3%）

→
44.2%

（49.2%）

伏木：14歳以下人口
（高岡市全体）

7.8%
（9.8%）

→
8.3%

（8.6%）

65歳以上人口

15~64歳人口

14歳以下人口

20年後に▲28.1％
(高岡市全体▲21.1%)

40年後に▲50.5%
(高岡市全体▲41.6%)

※本資料は、能登半島地震発生前の指標をもとに推計したものであり、地震の影響は加味されていない。

【資料４】



「新たな復興計画」の構成案（第２回会議の議題）

第１章 はじめに
･･･計画策定の目的、被害の概要、これまでの取組み

第２章 復興の基本理念・方針
･･･全市的な復興のあり方

第３章 伏木地区における復興の方向性
･･･現状と課題、復興のビジョン、進め方

第４章 重点プロジェクトと具体的施策
･･･重点プロジェクト、復興に向けた柱と具体的施策、評価指標

第５章 計画の推進に向けて
･･･推進体制の確立と役割分担、進行管理、国、県との連携

【構成案】

第２回復興会議での議題

資料５



全市的な復興のあり方（案）
本市では、能登半島地震の発災から約３ヵ月後の令和６年３月25日に「高岡市震災復興計画」を策

定し、「一日も早い復旧・復興を推し進めるとともに、ハード（道路、上下水道等のインフラ整備）・
ソフト（災害への備え、防災意識醸成等）の両面から、計画的に『強い高岡』を構築する」ことをビ
ジョンに掲げ、令和８年度までの行動計画である「復旧・復興ロードマップ」に基づき、被災者支援策
や復旧事業に取り組んでいる。

今後、令和８年度末における復旧・復興ロードマップの進捗状況を総括するとともに、地域の防災力
を高めるための事業等については、令和８年度末までに策定する「新たな復興計画」に盛り込み、令和
９年度以降においても継続的・計画的に取組む。

（主なもの）
・公共施設と宅地の一体的な液状化対策
・住宅耐震化支援
・橋りょうや上下水道など公共インフラの耐震化、急傾斜地崩壊対策事業
・自主防災組織の育成、支援、地域防災計画・業務継続計画、避難所運営・備蓄物資、
応援協定等の適宜見直し

・市民防災意識の向上のための啓発
・地域コミュニティの維持・再生、住民が主体となるまちづくり活動への支援 など

資料６



めざすまちの姿（ビジョン）と具体的施策の位置づけ
今後の人口減少等を念頭に、20年先のまちの姿を描き、計画期間である10年間のうちに取組
むこと等を考える（20年先のまちの姿から逆算して、計画期間に何をすべきかを検討）

■「新たな復興計画」は10年間を期間とするものの、復興は長期に及ぶ取組みであるため、

①短期（５年）、②中期（10年）、③長期（20年）に分けて計画を検討。
■めざすまちの姿（ビジョン）は、長期的な20年先の姿とする。
■計画の具体的施策は、短期（５年間）と、中期（６年以上継続的に取り組むもの）に
分けて整理。

■進捗管理は毎年実施。必要に応じて見直しを行う。

資料７

新たな復興計画（10年間）

人口の推移

【計画始期】
令和９年度
（2027年度）

【計画終了】
令和18年度
（2036年度）

【約20年後】
2047年

【約40年後】
2067年

人口減少を念頭に

短期 中期 長期

今後10年間で取組むことは何か
どの様なまち
になりたいか

実行、進捗管理、効果検証、見直し等

人口は約３割減 人口は約５割減



■復興を通じた交流人口、関係人口の創出
（新たな人の流れ、まちのにぎわい）
■地域を支えるなりわいの再建と創造
（新たなチャレンジが生まれる環境づくり）

■地震の教訓を踏まえた、災害に強いまちづくりの実現
（防災）
■安心して暮らし続けることができる環境の整備
（空き地・空き家対策、生活環境の保全、地域の安全・安心）

■くらしを支える地域コミュニティの継続
（心の豊かさ、幅広い世代が繋がる地域コミュニティ）

■歴史、資源などまちの魅力・誇りを将来世代に継承できる人の繋がり
（文化、歴史、景観の保全と担い手の確保）

１．安全

２．くらし

３．にぎわい

人口減少や少子高齢化等の震災前からの構造的な課題とも向き合いながら、
伏木らしさを将来に繋ぎ、持続可能なまちをつくる

歴史、文化、人の繋がりにより形成されてきた伏木の魅力など

復興によりめざすまちの姿（ビジョン案のうち文言部分） 資料８

ビジョン＝復興によりめざすまちの姿を
「文言＋イラストで表したもの」（イラスト化
したものは第３回復興会議で提示予定）



伏木地区の課題
【１】安全

資料９

№ 課題 補足

１ 液状化 液状化防止対策

２ 浸水被害 地盤が低い区域等では、豪雨により浸水被害が発生

３ 防災

・津波リスク、避難行動、避難先の周知
・ハザードマップの見方など、防災意識の向上
・中長期的な視点での避難所の整備（学校の統廃合を踏まえて）
・防災教育、防災訓練
・地区防災計画の作成
・地域での取り組みについて、活動できる人材、知識が不足
・避難行動要支援者名簿登録者の個別避難計画の作成
・住宅の耐震化、空き家の改修など（既存の支援事業も含む。）
・インフラの耐震化、強靭化 等

４ 防犯 空き地・空き家の増加、夜が暗くて怖いなど、住民が防犯面で不安を抱えている。

※主にこれまでの地域の各種協議会、復興まちづくり活動等の中で出た意見をもとに作成 1



伏木地区の課題
【２】くらし

資料９

№ 課題 補足

５
コミュニティの維持・担
い手の育成

・人口減少・転出、高齢化により、地域のコミュニティや自治会機能の維持が課題。
・地域活動の担い手人材、組織など、地域を支える仕組みづくりが必要

６ 人口流出
・様々な課題に直結する重要な課題
・現在においても、住宅再建を検討する中で、地区外に人口が流出している可能性あり

７ 住まいの環境整備
・空き家・空き地が増えている中での住まいの環境整備、保全
・コミュニティが継続できる環境づくり
・地域外の人が移住しやすいような住まいの環境整備

８ 地域の伝統・文化継承 曳山、地域の伝統行事など、若年層の活動参加や持続できる仕組みづくりが課題

９ 空き家の管理・活用
・転出等により空き家が増加
・空き家の管理、利活用が課題

10 空き地の管理・活用

・公費解体等によって空き地が面的に発生
・空き地の適正な管理
・空き地の活用策として、イベント開催、店舗設置、子どもの遊び場など、様々な活用が
考えられる。

※主にこれまでの地域の各種協議会、復興まちづくり活動等の中で出た意見をもとに作成 2



伏木地区の課題
【２】くらし

資料９

№ 課題 補足

11
集まる場所等、交流の場
の減少

・多くの住宅や公民館、店舗等が被災したことにより、集まる場等、
人との交流の場が減少

・寄り合いの場、機会づくり

12 高齢者の孤立、健康管理
・若年層が転出し、高齢者の孤立が懸念
・心と体の健康

13 移動手段の確保

・日常生活を送る上で必要な移動手段の確保が課題
（今は大丈夫でも、今後の高齢化の進展により深刻な問題となる）
・観光地、目的地を結ぶ移動手段の選択肢が不足
・自動車移動に依存しており、雨晴周辺では渋滞が発生（伏木地区に移動させるような仕組み
が必要）

14 買い物施設の不足

地区内に買い物の場がない（今は大丈夫でも、今後の高齢化の進展により深刻な問題となる）

※にぎわいの項目でも「店舗の減少」あり
（類似の項目）

※主にこれまでの地域の各種協議会、復興まちづくり活動等の中で出た意見をもとに作成 3



伏木地区の課題
【３】にぎわい

資料９

№ 課題 補足

15
交流人口、関係人口の創
出

・まちのにぎわい創出に向けて、交流人口、関係人口の創出が必要
・伏木と繋がりのある人を増やす、呼び止める施策として、関係人口
を増やすことができないか

16
観光の振興、歴史・文化
資源の活用

・魅力ある歴史・文化資源を活用しきれていない（万葉文化、勝興寺、北前船の歴史など）
・地域外に向けての発信、来てもらえる仕組みづくりが弱い
・地域内の人にも、魅力に気付いてもらいたい
・郷土愛の醸成

17
勝興寺への参道（移動、
空間デザインなど）

・伏木駅から勝興寺までの坂道移動が大変
・参道の空間デザインが必要（店舗、休憩スポット含めて、参道の魅力向上）

18 水辺空間の利活用
伏木港、万葉ふ頭、小矢部川等の水辺空間と緑地が、観光資源・住民の憩いの場等として活か
しきれていない（県との連携も必要）

※主にこれまでの地域の各種協議会、復興まちづくり活動等の中で出た意見をもとに作成 4



伏木地区の課題
【３】にぎわい

資料９

№ 課題 補足

19 クルーズ船の活用 クルーズ船の乗客が伏木に寄ってくれず、経済効果を活かしきれていない

20 店舗の減少

飲食、小売などの店舗が少なく、まちのにぎわいに繋がらない

※くらしの項目でも「買い物施設の不足」あり
（類似の項目）

21
地域イメージ等の低下、
復興のモデル地区として
の魅力向上

・地震被害による地域イメージの低下
（伏木駅前：地価の下落率県内１位）

・復興のモデル地区となるような取組みができないか
・伏木の外に住んでいる人に、復旧・復興に向けた話題が届くような情報発信が必要

22
未利用の公用財産の利活
用

統合予定の学校等の、建物・跡地利用

※主にこれまでの地域の各種協議会、復興まちづくり活動等の中で出た意見をもとに作成 5



【短冊状の敷地を整形】
・まちなみを保全しつつ、短冊状
の敷地を整形。

敷地を整形

将来的なまちづくりの方向性について（検討） 【資料10】

【狭あい道路整備・
宅地の嵩上げ】

・宅地の後退(セットバック)により
狭あいな道路を拡幅。宅地の嵩上
げにより浸水リスクを低減

【空き地を活用し、緑や憩いの空間を配置】
・将来的な居住利用が難しい空き地は、緑地や憩いの場、
防災空間等として活用。地震により発生した空き地を、
防災・環境・交流など役割のある空間として生かす。

【生活機能を集約・コンパクトなまちづくり】
・人口減少や高齢化社会を踏まえ、住居や生活に
必要な施設を、駅やまちの中心エリアに集約。

・高齢者をはじめ、
誰もが安心して暮
らせるコンパクト
なまちをつくる。

土地の特性やまちのつくりを踏まえた、エリアごとのまちづくりの方向性について検討が必要。

駅や主要道路との近さ
浸水リスク 等

1



【パターン１】生活機能を集約し、コンパクトなまちをつくる

【参考】拡散型から集約型都市構造への再編イメージ
（出典：国土交通省）

安全

くらし
効果

地震の教訓を踏まえた災害に強いまちづくり、安心して暮らし続けることができる環境の整備

くらしを支える地域コミュニティの継続

【人口減少、高齢化を見据えたまちづくり】
・人口減少や高齢化社会を踏まえ、住居や生活に必要な施設を、駅やまちの中心となるエリアに集約。拠点となるエリアに生活
機能を確保し、高齢者をはじめ、誰もが安心して暮らせるコンパクトなまちをつくる。

・住居が集まることで、夜間も人の気配や明かりが保たれ、防犯面でも効果が期待できる。

2



【短冊状の敷地を整形】
・伏木のまちなみや家の連なりなどのまちの面影を大切
に守りながら、街区の範囲内で敷地の形状を見直し、
住環境の改善を図る。

・まちの姿を大きく変えず、「住み慣れた場所に、安心
して住み続けられる」ことを重視する。

・段階的な整備が可能

【パターン２】まちなみを守りつつ、快適な住環境をつくる

安全

くらし
効果

くらしを支える地域コミュニティの継続

安心して暮らし続けることができる環境の整備

にぎわい

【宅地再建等の際に敷地を後退・宅地を嵩上げ】
・大規模な道路拡幅ではなく、宅地の再建や建て替えの
際に、敷地を後退（セットバック）させて建築を行う
ことで、長期的に、少しずつ道幅を確保していく。

・宅地を嵩上げして浸水リスクを軽減させる。
・将来的には、防災や通行の安全性、救急活動の円滑化
等に繋がる道路環境、住環境の改善に繋げる。

建て替え等の際に
敷地を後退

宅地を嵩上げして
浸水対策を実施

地域を支えるなりわいの再建と創造 3



空き地の役割を見直し・まちの安全性向上
・浸水リスクの高いエリアや、将来的な居住利用が難しい空き地については、緑地や憩いの場、防災空間等として
活用する。

・地震により発生した空き地を、防災・環境・交流などの役割のある空間として捉え、空き地を活かした、一定の
開放感あるまちをつくる。

・すべての土地を元どおりに戻すことを目的とせず、災害リスクと向き合いながら、まちの安全性を高める。

【パターン３】緑や憩いの空間を配置し、安全なまちをつくる

にぎわい

安全
効果

地震の教訓を踏まえた災害に強いまちづくり

復興を通じた交流人口、関係人口の創出 4





内水想定浸水区域図（伏木地区拡大版） 

＜高岡市 HP デジマップ＠たかおか＞ 
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伏木のまちの広がりと地域の特性（1/4）

【出典】「液状化対策に関する検討結果報告
（令和７年３月 高岡市）」から抜粋

・伏木地区の液状化被害の大
きかったエリアの大部分は、
江戸時代初期に小矢部川の
河道（又は海）であった。

・江戸時代後期に伏木地区の
河道（又は海）の大部分が
埋め立てられ、宅地化され
たと考えられる。

天正初期 江戸時代中期江戸時代初期

江戸時代後期 明治初期

太線･･･推定水際線
（下図はいずれも明
治43年陸地測量部地
図）



伏木のまちの広がりと地域の特性（2/4）

【出典】時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」

1930年1909年～1910年

網掛け部分は市街地。すでに住宅、店舗等が形成されている。



伏木のまちの広がりと地域の特性（3/4）

1974年1960年頃

【出典】地理院地図。解説は「高岡市歴史的風致維持向上計画」等をもとに作成

まち全体に住宅・店舗が立ち並んでいる。

本町通りは、最も早くからまち並みが形成さ
れた場所で、かつては廻船問屋の邸宅が多く
あったところ。町屋が密集し、明治期から大
正期に建てられたとされる建物を多く見るこ
とができる。歴史を感じさせる枡形の道路が
特徴的。

中道通りや湊町本通りは、明治期以降の港の
近代化と発展の中で、まちが拡大していった
と考えられるエリア。国外の文化が流入して
生み出されたと思われる建物が見られる。

旧伏木銀行のあった湊町は、明治時代のビ
ジネス街であり、昭和初期には6行もの金融
機関が存在していた。運送会社等の支店が
立ち並び、資金需要も旺盛であった。



伏木のまちの広がりと地域の特性（4/4）

2026年3月2021年

【高岡市撮影】空中写真【出典】地理院地図

令和６年能登半島地震発生前 令和６年能登半島地震発生後
（発災後２年２か月経過）



伏木地区における復興まちづくり活動として、東京科学大学（真野研究室）、
富山大学（籔谷研究室）が中心となり、伏木地区の住民と一緒に「伏木のミ
ライを考えるまちづくり懇談会」を開催。

1

【基本方針】
○住民主体によるまちづくり
地域住民の皆さんがまちの魅力を再認識し、

自らの手でまちづくり取組むことが、まちの魅
力向上、にぎわい創出に繋がる。

【令和7年度の目標】
○復興まちづくり構想の策定
方針やビジョンを共有するため、既存の地元

組織を母体にまちづくりに取組むための体制を
整え、９自治会を対象エリアとした「まちづく
り構想」の策定を目指す。

【令和７年度 まちづくり懇談会の活動】

第４回懇談会の様子

第1回
伏木のまちを見つめなおしてみよう
住民の方々と、被害の状況や伏木地区の魅力につい
て共有し、「伏木をどうしていきたいか」という将
来像を話し合い。

第2回

第3回

第4回

伏木のまちでやってみたいこと、できそうなこ
とを話し合おう
第１回懇談会で出た意見をもとに伏木のまちで取
り組めそうなテーマを設定。参加者同士で、具体
的に行ってみたい活動を話し合い。

興味のあるテーマに分かれてやりたい活動と将
来像を考えよう
交流の場、歴史・祭り、空き地の活用など、テー
マを６つに絞り込み、実現できそうな取り組みを
話し合い。

まちづくり構想案について話し合おう
これまでの意見を踏まえた「まちづくり構想案」
をもとに意見交換。４つの方針を立て、最終的な
取りまとめに移行。

R7.7～8月
実施

R7.11月
実施

R7.12月
実施

伏木地区における復興まちづくりの取組み

R8.2月
実施

【資料11】



2

伏木地区における復興まちづくりの取組み（令和７年度の活動内容）

◀ワークショップで出た様々な意見

【第２回懇談会(R7.11月開催)】

（参加者から多く聞かれた意見）
■人が集える場所が必要。一人暮らしの高齢者が増えて
おり、近くに集いの場があるとよい。

■空き地の活用策として、マルシェ開催、集合店舗、宿
泊場所、子供の遊び場など、様々な活用が考えられる。

■日常生活でも観光面でも、移動手段が課題。
■伏木には歴史と文化が豊富にある。万葉の里、勝興寺、
曳山など外部には勿論、伏木の人にも知ってほしい。

■将来的な伏木小学校の跡地・建物の活用が重要。
■クルーズ船乗客が伏木に来てくれる仕組みづくりが必要。

【第１回懇談会(R7.7～8月開催)】
液状化被害の大きかった９自治会を中心に、６回
に分けて懇談会を実施。合計87名の方が参加し、
伏木地区の将来像について話し合いを行った。

開催日 参加自治会 参加人数

7月23日(木) 玉川自治会 18名

7月28日(月) 湊町自治会 16名

8月4日(月)
駅前自治会

古国府中部自治会
新島自治会

14名

8月8日(金)
石坂自治会
新町自治会

12名

8月9日(土)

中道自治会
臥浦自治会

13名

全自治会 14名

合計87名

懇談会では、多くのまちの課題を共有するととも
に、地域の資源を活用したまちづくりのアイディ
アもたくさん出た。これらのアイディアをもとに、

第２回懇談会に向けて「伏木の今と未来創造
マップ（右上のイラスト）」を作成。

■伏木の外に住んでいる人に、
復旧・復興に向けた話題が届
くよう情報発信を積極的に。
など

開催日：11月5日(水)、
8日(土)、9日(日)

「伏木の今と未来創造
マップ」をもとに、伏
木のまちで実施したい
ことをワークショップ
形式で話し合った。

伏木の今と未来創造マップ▶



3

伏木地区における復興まちづくりの取組み（令和７年度の活動内容）

【第４回懇談会(R8.2月開催)】

（構想のたたき案に対する主な意見）
■自分たちで持続できそうな取組みに内容をまとめられて
いるところが良い。

■自分たちの復興に対する思いを共有でき、形の残せると
ころがよい。

■伏木の「文化を誇る」ことについて、どの世代にもそう
感じてもらえるように取組んでいく必要がある。

■被災地だけでなく、伏木全体にまちづくりの活動を広げ
られる内容になれば良い。情報発信、ＰＲが大事。

■具体的な実施時期を設定すべき（何年計画、だれが主体
的に行うか）

■取り掛かりやすい事業をまずは実施し、協力してくれる
地元の人を増やしてきたい。

第２回懇談会までの意見を踏まえて、テーマを６
つに絞り込み。参加者ごとに興味のあるテーマに
分かれて、今後伏木のまちで実現したい具体的な
取り組みについて意見交換を行った。

《６つのテーマ》

これまでの懇談会の意見を
踏まえて、「まちづくり構
想」のたたき案を作成し、
参加者と意見交換を実施。

開催日：２月７日(土)

開催日：12月13日(土)

⇒参加者の意見を踏まえて、最終的に
「まちづくり構想」を策定。次年度以降、
構想に記載した具体的な取組みを実行に
移していく。

【第３回懇談会(R7.12月開催)】









































資料 12 

＜位置図＞             ＜外観＞             ＜内部（１階店舗部分）＞ 

 

「復興ベース（仮）」の試行（案） 
 

 本市では、災害復旧工事のために上下水道の使用を制限される住民の「仮住まい」

場所を設け、工事中における生活不便の緩和と工事進捗の円滑化・迅速化を図ってい

る。 

 ＪＲ伏木駅に隣接する既存の賃貸集合住宅を令和６年度から令和８年度までの期間

で市が借り受け、居室を復旧工事中の「仮住まい」場所としてこれまで利用している

が、令和８年度は１階店舗部分であった空きスペースも活用できることとなった。 

 この空きスペースを「復興ベース（仮）」と呼び、次のとおり試行する。 

 

【「復興ベース（仮）」の試行内容】 

①試行期間を令和８年４月１日から１年間とし、鍵は市が保管・管理 

②復興のための地域の方々同士の会合に貸し出し 

③フィールドワークや視察対応の控室など現地会議室として活用 

※運用方法は伏木コミュニティセンターと同様とする（事前予約、鍵の受け渡し、

使用後の片付けなど） 

※持ち込みによる飲食は「可」 

※復興を目的とした利用は無償 

 

【留意点】 

①今後、施設内を確認した上で利用を開始 

②破損・汚損等は利用者の責任で対応 

③令和８年度末までにオーナーに明け渡し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１年間の試行の間に、 
・「復興ベース」に適した場所を他に探し、令和９年度以降の機能継続を
検討（例：空き家の活用、コンテナハウス設置等） 

・地域団体による「交流サロン」の開設実現に向けた課題の洗い出し 
（担い手、資金、運用方法など） 

を行う。 
 

エムパレスふしき 


